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１．研究計画の概要 
  信用ないし広い意味の金融の問題につ
いては、現在のグローバル化の状況の中で、
十分な見通しを持ちえない状況である。歴史
的に様々に形成された社会構造が各社会に
色濃く影響を及ぼし、一律の議論を許さない。
そこで比較史的に見られる様々な信用の形
態を研究するそれぞれの歴史的社会の専門
家を複数結集し、これと法との間の複雑な相
互関係を分析することとした。おのずから、
多元的多層的なアプローチの構築を目指す
ものである。 
 
２．研究の進捗状況 
  研究代表者の専門であるローマ法を軸
とし、（大陸法つまりは日本法の）様々な法
学的カテゴリーと社会構造の間のモデル的
関係について随分と議論が深まり、そして一
定の成果が得られつつある。ヨーロッパから
専門家を招いて突っ込んだ討論をしたのが
大きく、これを各自が各フィールドに持ち帰
る、というのが基本的な共同研究の形式であ
る。具体的には、第一に、信用を支えるエイ
ジェントの社会学的ミリューを、しばしばプ
ロソポグラフィマルな手法によって、あるい
はソーシャル・ネットワークの観点から考
察・実証すること、第二に、長期と短期の信
用というカテゴリーの（単に長い短いと言う
だけでない）実質が何であるのか、それぞれ
の社会においてどのようなバックボーンの
もとに考察しうるか、第三に、土地保有との
関係がどうであるのか、土地をバックアップ
とする信用と、土地に投下される信用の関係
はどうか、第四に、人々の意識、とりわけ文
芸的な史料に現れた意識、をどのように信用
構造との関係で分析するのか、第五に、とり

わけ数学的モデルの経済学的手法、そしてこ
れと密接な関係を有する行動科学的なアプ
ローチとの間にどのような対話手段が有る
のか、が基軸と個別研究を結ぶイッシューで
あった。これらのイッシューは言わば共同研
究の連絡を成り立たせるシャトルの役割を
果たした。個別の研究に関して言えば、松原
准教授の中国、そして両角教授のイスラーム
について具体的な成果が得られ、特に両角教
授の研究はこのプロジェクトの端的な成果
であるという側面を有する。他に、現代アメ
リカ、アンシャン・レジーム期のフランス、
江戸自体の日本に関しても一定の成果が有
る。他方最先端の金融法上の問題と常に対話
し、そして特に国際的法多元性がもたらす信
用上のメリットについて議論してきた。元来
は独自に構想されたものであったとしても、
この研究プロジェクトと関係が深い研究成
果が存在する。 
 
３．現在までの達成度 
 ②おおむね順調に進展している。 
 （理由） 
  様々な分野にまたがり、そして交流と突
き合わせを骨子とする研究であるだけに、
元々集団で単一の作品を仕上げるというこ
とを目標としていない。中核と、各フィール
ドへのアウトプット、という点でほぼ目標通
りの達成度が有る。イングランド史に関して
その成果がまだ出ないのは、当初メンバーの
在外研究などが影響している。これらの点を
除けば、極めて充実した活動がなされてきた
と言える。 
 
４．今後の研究の推進方策 
  今後は、初めから多元的に研究を進めて
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きたにしても、それらブランチ間のまとまり
を少々目指す必要が有る。この点で、分野ご
との進展の不揃いを研究会によってどう解
消していくかが課題である。 
 
５. 代表的な研究成果 
（研究代表者、研究分担者及び連携研究者に
は下線） 
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